
日本人同士が日本の方式で協議離婚する場合

本籍地はハイフ

ン（-）等を使わ

ず，戸籍通りに

記入

×霞が関2-2

○霞が関二丁目

2番

氏名は夫妻と

も戸籍通りの

書き方で記入

２ １ ３０

日本 太郎 日本 花子

にほん たろう にほん はなこ

昭和61 12 1 平成2 3 4
日本人は

和暦で記入

スペイン国マドリード県マドリード市 スペイン国マドリード県マドリード市

セラーノ通り１０９番地1階２号 フアンブラボ通り２番地２階４号

日本 太郎 日本 花子

東京都千代田区霞が関二丁目２

日本 太郎

日本 一郎 海外 太郎
日本 幸子 長 海外 洋子 二

✔

日本 公子

2010       10 2018       2

スペイン国マドリード県マドリード市セラーノ通り１０９ 1階2

✔

日本 太郎 日本 花子

※押印（印鑑または右手親指の拇

印）は任意となりました。

+34-00-000-000（夫），+34-00-000-001（妻）

子の名は戸籍ど

おりの書き方で

記入

✔
✔

京都府京都市右京区松の木町３３ 海外 太郎

山田 太郎 田中 花子

※押印（印鑑または右手親指の拇印）は任意となりました。

スペイン国マドリード県マドリード市 スペイン国マドリード県マドリード市

セラーノ通り１１１番地 ２階１号 セラーノ通り３２１番地 １階３号

神奈川県横浜市鶴見区 大阪府吹田市山田

里の西町三丁目５ 宮前町五丁目２

記入例

届出る日を記入

（郵送の場合は投函日）

ここは当館で押印するので空白

昭和60 2 1 平成元 ２ １５


